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凡
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リ
サ
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ク
ル

公

開

使用していない電化製品は主電源を切ったり、コンセントから抜いたりするなどして、待機電力を減らしましょう

公
開
し
て
い
ま
す

●
廃
棄
物
の
減
量
及お
よ

び
再
利
用
推

進
審
議
会

d
９
月
１８
日
㈬
午
前
１０
時
～
正
午

b
市
民
室
内
プ
ー
ル
会
議
室

→
ご
み
減
量
推
進
課
☎
０
４
２
・

３００
・
５
３
０
３

●
農
業
委
員
会
総
会

d
９
月
２０
日
㈮
午
前
９
時
３０
分
～

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
３

�

→
農
業
委
員
会
事
務
局
（
内
３９４
）

●
教
育
委
員
会
定
例
会

d
９
月
２６
日
㈭
午
前
９
時
３０
分
～

b
ひ
か
り
プ
ラ
ザ

→
教
育
総
務
課
☎
０
４
２
・
５７４
・
４

０
４
０

●
建
築
審
査
会

d
９
月
２６
日
㈭
午
後
２
時
３０
分
～

b
市
役
所
第
４
庁
舎
２
階
会
議
室

z
一
部
非
公
開

�

→
建
築
指
導
課
（
内
４８０
）

●
環
境
推
進
管
理
委
員
会

d
９
月
３０
日
㈪
午
後
２
時
３０
分
～
４

時
３０
分
b
市
役
所
第
４
庁
舎
２
階
会

議
室
n
環
境
基
本
計
画
実
施
計
画
の

実
績
に
関
す
る
進
捗
管
理

�

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
３５６
）

●
緑
化
推
進
協
議
会

d�

１０
月
１
日
㈫
午
前
９
時
３０
分
～
１１

時
３０
分
b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室
n

緑
の
保
護
と
推
進
に
関
し
て

�

→
緑
と
建
築
課
（
内
３５４
）

●
選
挙
管
理
委
員
会
定
例
会

d�

１０
月
１
日
㈫
午
前
９
時
３０
分
～

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
３

→
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
内
３６８
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●
青
少
年
問
題
協
議
会

d�

１０
月
１
日
㈫
午
後
２
時
～
４
時

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

n
今
期
の
テ
ー
マ
に
関
し
て

�

→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
３９０
）

第
１４
回
国
分
寺
環
境
ま
つ
り

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・

模
擬
店
出
店
者
募
集

１２
月
１
日
㈰
に
開
催
す
る
国
分
寺

環
境
ま
つ
り
の
出
店
者
を
募
集
し
ま

す
。

①
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
募
集

家
の
中
で
眠
っ
て
い
る
、
ま
だ
使

え
る
不
用
品
を
出
し
ま
せ
ん
か
。

t
営
利
を
目
的
と
し
な
い
市
内
在
住

者
・
団
体
z
１
グ
ル
ー
プ
１
区
画
。

複
数
の
申
し
込
み
不
可
。
出
店
取
り

や
め
は
原
則
不
可
。
搬
入
は
徒
歩
・

自
転
車
の
利
用
の
み
可

②
模
擬
店
出
店
者
募
集

z
飲
食
物
を
取
り
扱
う
場
合
は
テ
ン

ト
を
、
火
気
を
使
用
す
る
場
合
は
消

火
器
を
ご
用
意
く
だ
さ
い

共
通
事
項
y
午
前
１０
時
～
午
後
２

時
b
清
掃
セ
ン
タ
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前
庭
出
店
ス
ペ

ー
ス
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２
ｍ
四
方
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口
２.７
ｍ
×
奥

行
１.８
ｍ
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①
３０
店
②
７
店
e
①
５００
円

②
１
千
円
m�

１０
月
４
日
㈮
ま
で
に
①

出
店
時
の
主
な
品
目
、
住
所・氏
名・

電
話
番
号
と
返
信
宛
名
を
明
記
し
、

往
復
は
が
き
（
消
印
有
効
）
で
、
②

出
店
申
込
書
を
郵
送
（
消
印
有
効
）・

ま
た
は
直
接
〒
１８５
―
００１３
西
恋
ヶ
窪
４
―

９
―

８
国
分
寺
環
境
ま
つ
り
実
行
委

員
会
事
務
局
（
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
）

へ
※
多
数
の
場
合
抽
選
。
①
は
１０
月

３１
日
㈭
ま
で
に
結
果
を
通
知
。
②
は

福
祉
団
体
を
優
先
出
店
申
込
書
配
布

同
事
務
局

→
国
分
寺
環
境
ま
つ
り
実
行
委
員
会

事
務
局
（
ご
み
減
量
推
進
課
内
）
☎

０
４
２
・
３００
・
５
３
０
３

農
地
利
用
状
況
調
査
に

ご
協
力
を

農
地
の
保
全
・
適
正
管
理
の
推
進

を
図
る
た
め
、
農
地
法
の
規
定
に
基

づ
き
市
内
全
域
の
農
地
の
利
用
状
況

調
査
を
実
施
し
ま
す
。
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な
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は
後
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実
施

調査日程
調査日 実施地区

9月30日（月）東元町・西元町・泉町・本多

10月1日（火）内藤・日吉町・東恋ヶ窪・西恋ヶ窪

3日（木）東戸倉・戸倉・富士本

4日（金）北町・並木町・新町・高木町

7日（月）西町・光町

�

→
農
業
委
員
会
事
務
局
（
内
３９４
）

こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を

（
仮
称
）
自
殺
対
策
計
画
の
策
定

に
当
た
り
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
９
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
用
紙
が
届
い
た
方
は
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

t
住
民
基
本
台
帳
か
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無
作
為
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出
し
た
１８
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以
上
の
方
（
対
象
者
数

＝
３
千
人
）

→
健
康
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課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

８
０
１

今月の保険料
今月は次の保険料の納期です。
介護保険料　２期
後期高齢者医療保険料　２期

納期限　9月30日（月）

保険料名 介護保険料 後期高齢者
医療保険料

問い
合わせ

高齢福祉課
（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301

保険年金課
（市役所第1庁舎）
（内319）

今月の市税

税　目 納期限

国民健康保険税（第3期） 9月30日（月）

お近くの金融機関などで納付をお願いしま
す〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期限後は
納付できません〕／市税を納付いただくと
きは、税目・期別を確認してください／市税
の納付は、便利な口座振替をご利用くださ
い／バーコード、確認番号などが付いてい
る納付書はコンビニエンスストア・モバイ
ルレジ・クレジットカード（インターネット
利用）でも納付いただけます（納期限まで）。
詳しい納付方法はお問い合わせください

→納税課（内553）

日　時 9月29日（日）
午前8時30分～午後5時

場　所 納税課（市役所第1庁舎）

　市税のほか、納期限内のもので納付書を
お持ちいただいたものに限り、負担金・使
用料なども納付できます。また、納税相談
もできます。

■休日納税窓口

�犬の飼い主の方へ�
　■散歩のときはふんや尿を処理するなどマナーを守りましょう
　■リード（引き綱）をつけて犬を制御できるようにしましょう
　�■�犬が人をかんでしまったら　①けが人の応急手当をする　②再度かまないようにする�

③24時間以内に都動物愛護相談センター☎（042）581-7435へ電話する�
④48時間以内に犬に狂犬病の検診を受けさせる

�猫の飼い主の方へ�
　■交通事故や感染症などを防ぐため屋内で飼育をしましょう
　■飼い主・住所などが分かるよう、名札をつけましょう
　■�生後1年足らずで繁殖能力が備わるため、望まない場合は、必ず不妊・去勢手術をし

ましょう

飼い主のいない猫（野良猫）への単なる餌やりから、地域で育てる地域猫へ
　自治会など地域へ理解を求め、トイレの設置や不妊・去
勢手術を行い、適切に餌を与え（1日1回1時間程度で片づ
け）、食べ残しやふんの掃除を含めて管理しましょう。
　市では、地域猫の不妊去勢手術に補助金を交付していま
す。詳しくはお問い合わせください。

♥最後まで、責任・愛情をもって♥
　最近、外国から持ち込まれたペット用の動
物・昆虫などの生き物が放され繁殖し、生物
の多様性に影響を与えています。中には、人
に危害を与えるものもいます。動物たちの命
を大切にし、飼い主は責任と愛情をもって終
生飼育しましょう。

！ 災害に備えて ！
　■�可能なかぎり飼っている動物を連れて

避難できるようにしつけておきましょう
　　①人や他の動物を怖がらない
　　②嫌がらずにケージに入る
　　③トイレは決められた所でする
　■�動物用の食事や水を用意しておきまし

ょう

9月20日～26日は
動物愛護週間です

動物は正しく終生飼いましょう 　動物愛護週間は、命ある動物の愛護と
適正な飼育への関心と理解を深めるため
に、設けられました。この機会に、私た
ちが飼っている動物や身近にいる動物た
ちのことを、もう一度考えてみましょう。

→環境対策課（内355）

譲って
ください

ビデオカメラ（テープ式）、ダブルベッド、ソ
ファー、電子ドラム、ＣＤラジカセ、アイロン、
シングルベッド、いす、エレキベース、エレキ
ギター、アコースティックギター、クラシック
ギター、キャリーバッグ、シュレッダー

譲ります 冷蔵庫、レコードプレーヤー、洗濯機、回転式パ
イプハンガー、パイプ棚

譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください。詳しくは電話
でお問い合わせください

リサイクルコーナー

z�破れた・穴が開いた物、車輪が付いたかばん、ゴルフバッグ・スーツ
ケース・長靴・スパイク・スリッパ・人形などは収集できません
　食用油はペットボトル・缶に入れてお持ちください

→ごみ減量推進課☎（042）300-5303

10月3日（木）午前9時～11時
北町地域センター

今月のリサイクル家具販売会
9月22日（日）午前10時～正午
ストックヤード（西元町２-9-6）

※�荒天中止�
駐車場数台あり�
配送不可

靴・かばん・ベルト類・ぬいぐるみ・食用
油の拠点収集、ごみの分別相談

　コミュニティ助成事業とは、（一財）自
治総合センターが、
宝くじの社会貢献
広報事業として、
コミュニティ活動
の充実・強化を図
るため、必要な設
備の事業費を助成
するものです。市
はこの助成事業を
活用し、南町一丁
目自治会が所有す
る太鼓・山車の修
繕を支援しました。

→協働コミュニティ課☎（042）325-1991

コミュニティ
助成事業を実施

修繕後


